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1.は じ め に

中国のIT産 業 は,電 子工業部が設置 された1950年 に始 まった。電子工業 は大型

コンピュー タおよび通信制御技術 の研究 ・開発 ・製造に力を入れ,1977年 まで独 自

の発展 をた どって きた。1978年 改革開放後,工 業現代化,農 業現代化,国 防現代化,

科学技術現代化 とい う四つの現代化が国家長期戦略 として定め られた。 この新 しい

国家長期戦略 を契機 としてIT産 業 は方針 を変 えた。つ ま り,ハ ー ドウェアの開発

と製造 を中心 とした従来の方針から,情 報 ・通信 ・制御技術を他の産業部門へ応用

し,そ れによって生 まれたニーズに基づいてIT自 身の発展 を加速する とい う方針

に転換 した。ITの 応用 は産業発展 を大 き く促進 させたため,IT産 業は伝統工業 を

牽引す る役割があ り,1984年 に国務院は全国範囲でこれを推進す る政策を打 ち出 し

た。この政策 を推進するために 「中国電子 と情報産業発展戦略」が同年策定された。

戦略の中でIT産 業 は国民生活改善,経 済開発,四 つの現代化実現 を支援すべ きで

あ り,そ のために産業部門だけでな く社会生活 とマネジメン トへの応用 と普及が重

要であると記述 された。 また具体的な事業 として12の 大規模情報 システム開発の実

施を決定 した。それは,郵 政通信情報 システム,経 済管理情報 システム,銀 行業務

情報 システム,鉄 道運輸情報 システム,気 象情報 システム,公 安情報システムな ど

である。例 えば,経 済管理情報 システムは,IT技 術 を用いて経済 と社会 について

の情報収集 ・分析 ・保存 ・伝送の自動化 を実現 し,政 策 と計画の策定,社 会的意思

決定を支援するためのシステムであ り,現 在では国および地方の計画策定や経済政

策の制定に対 して大いに活用 されている。

12の 大規模情報 システム開発 プロジェク トの実施は,中 国の社会情報化推進の幕

開け となった。 この期 間の社会情報化推進 は当初の計画以上 の効果 を得 たため,

1993年 か らもっ と多 くの大規模情報 システム開発 を始めた。これらの試み を通 じて

2000年 に中国は,四 つの現代化の どれ も情報の基礎 と切 り離す ことがで きない と認

識 し,社 会情報化は国家長期戦略の中核 であると位置付 けた。社会情報化 は,国 が

目標,政 策,計 画,開 発 プロジェク ト,管 理体制 を策定 し,地 方 と企業がプロジェ

ク トの実施 に参加す るという仕組みで推進 されるようにな り,「国主導型社会情報

化」 である(劉,2002)。 中国はさ らに 「国家情報化指導委員会」 を国務 院に設置
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し,国 主導型社会情報化 を 「国家情報化」 と公式 に打 ち出した。国家情報化 はアメ

リカ と日本 のような民間が主導す る社 会情報化 とは異 なる ものであると考 え られ

る。本研究の 目的は,中 国の国主導型社会情報化を事例 として,文 献調査 を通 じて

「国家情報化」 を推進する過程 と構造 を明らかにすることである。

2.国 家戦略における社会情報化の位置付 け

2.1国 家産業戦略への位置付 け

社会情報化 と国家戦略の問の関係 を明 らかにす るため,「 国民経済 と社会発展 に

おける国家五 ヵ年計画」を考察する。五 ヵ年計画は5年 お きに策定 され,国 家戦略,

目標,政 策 を記述する基本計画であ り,国 民の行動綱領 として扱 われる最 も重要な

計画であ る(劉,2000)。

第六期五 ヵ年計画(1981～1985)か ら第八期五 ヵ年計画(1991～1995)ま では,計

画の中に 「情報化」 という用語はなかった。また,五 ヵ年計画の全体 目標 と総合戦

略 の中に情報にかかわる項 目を取 り入れず,産 業部 門計画の 中にITに 関する戦略

があったにす ぎない。例 えば,第 八期五 ヵ年計画における交通運輸 と郵政通信計画

の中に,電 話普及率を高めて生活 に便利 な通信 ネッ トワークを形成す るとい う記述

があった。 また,電 子工業計画の中に①LSIと コンピュー タ製造水準の向上,② 衛

星を応用する通信技術 と設備 の開発,③ 電子技術の導入 による伝統産業の設備更新

があった。この観点か ら,12の 大規模情報 システム開発 プロジェク トの実施に始 ま

った社会情報化 は,1984年 か ら1995年 まで12年 経 って も国家総合戦略への位置付け

に至 らず,国 家産業戦略へ の位置付けに止まった。

2.2国 家 中期戦略への位置付け

第九期五 ヵ年計画(1996～2000)で は,国 家総合戦略の中に 「国民経済 と社会情

報化」とい う用語が初めて取 り込まれた。この計画の中では次のように述べている。

国民経済 と社会の各分野 における情報技術応用 を力強 く促進 し,企 業生産 と国民生

活 におけるコンピュ._タ の普及率 を大幅 に伸 ばす。 また,デ ジタル技術 とブロー ド

バ ン ド通信 を中心 とする情報 インフラを整備 し,国 民経済 と社会生活 における情報

化の整備 を着実に進める。 また,郵 政通信計画の中には,2000年 までに長距離光 フ

ァイバーを21万km延 ば し,デ ジタル通信,移 動通信,衛 星通信 によってマ ルチ通

信 ネ ットワークを整備するという記述があった。電子工業計画の中には,コ ンピュ
ータと通信設備 などの開発能力 を高め,国 民経済 と社会発展に不可欠の多種多様 な

情報 システムと設備 を提供 し支援する という記述があった。

国民経済 と社会情報化は,第 九期五 ヵ年計画によって国家戦略の中に取 り込まれ

た。つ まり,国 民経済などの社会領域 の情報化は,期 間5年 の国家中期戦略 によっ

て推進 されることになった。 また,国 民経済 と社会情報化が国家戦略化 したことに

伴い,そ れを推進するための計画策定,事 業実施,予 算配分,目 標達成 に義務が生

じ,全 国人民代表大会(中 国の国会)で 審議 されることになった。
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2.3国 家長期戦略への位置付 け

2000年10月 に決定 された第十期五 ヵ年計画策定 における共産党中央の建議では,

国民経済 と社会情報化 の戦略地位 をさらに高めた。すなわち,① 国民経済 と社会情

報化の推進は,四 つの現代化実現の全局にかかわる戦略的措置である。情報化によ

って工業化 を牽引 し,後 発の勢いを生か し,社 会生産力の飛躍 的な発展 を果たす。

②国民経済 と社会情報化の推進は最優先事業である。政府の行政管理 と公共サービ

ス,企 業の製造 と経営,国 民の消費 と生活の全般にわたってデジタル化 とネ ットワ

ーク化 を普及 し
,情 報化 の進展 を速める。③IT産 業の製造 とサポー ト能力 を高め,

通信 ・放送 ・コンピュータの三つの分野をネ ッ トワークによって統合 し,国 家公共

情報 システムを整備す る。

こうした共産党 中央の建議に基づいて,政 府 は第十期五 ヵ年計画(2001～2005)

を策定 し,国 民経済 と社会情報化 を国家戦略に取 り入れて全力推進す ることを明確

にした。計画には,主 に次の3点 が記述 された。①国民経済 と社会発展の各分野 に

おけるITの 応用 を推進す る。②金融,貿 易,テ レビ放送,教 育,科 学研 究,医 療

保険,公 共事業の諸分野の情報化 を促進す るため,電 子政府 と電子商取引などの大

規模 な情報 インフラ整備 を実施する。③独 自のIT基 準 を開発 して全国に普及 させ

る。 また,上 述の ような情報化推進戦略を具体化するために,新 たな部門計画とし

て 「国民経済 と社会情報化五 ヵ年計画」 を設けて定期策定を行 うようになった。

国民経済 と社会情報化 は,国 家 中期戦略(5年)だ けではな く,共 産党中央の建

議 によって国家長期戦略(50年)に 明確 に位置付 けられた。国民経済 と社会情報化

は,工 業現代化,農 業現代化,国 防現代化,科 学技術現代化の どの成功 にも影響 を

与 える国家長期戦略の中核 という最高の位置付け となっている。 これ を契機 として

中国が2000年 か ら国家情報化 の時代 に入 り,国 、民経済 と社会情報化 を国家情報化 と

称す るようになった。国家情報化 を実現するために,国 は計画を策定 した上で管理

し,大 規模 プロジェク トを実施 し,国 を挙げて促進するようになっている。

3.国 家情報化の実現体制

3.1組 織設置 と法規制定

国家情報化 を促進するための最上位意思決定機関は 「国家情報化指導委員会」で

ある。 この委員会 は,国 民経済 と社会情報化 を国家長期戦略の中核 に位置付 けた

2000年 に設立 され,国 務院総理 を主任 とし,20以 上の省庁長官か ら構成 されている。

その前身は1996年 に設立 された 「国務院情報化工作指導委員会」 である。「国家情

報化指導委員会」は,国 家情報化 を促進する戦略,政 策 と計画に対する意思決定 と

総合調整 を行い,指 示 を与 える役割を果たす。

「国家情報化指導委員会」の指示 を受けてIT産 業を総括 的に管理する国家機関は,

旧郵政通信部 と旧電子工業部 を改組 して1998年 に新設された 「情報産業部」である。

情報産業部は全国の電子情報製造業,ネ ッ トワーク通信業,ソ フ トウェア開発業の
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管理 を担当する。国務院は1999年 に旧国有企業を再編 し,情 報産業部の管轄下 に置

かれる中国移動通信集団,中 国電信集団,中 国衛星通信集団,中 国連合通信集団な

どの大型企業 を設立 した。 これらの大規模企業は北京 に本部 を置 き,各 地方に支社

や支店を設けている。国務院は2000年 各省 に 「通信管理局」 を設立 した。 この通信

管理局は,情 報産業部お よび省政府 によって二重管轄 され,情 報産業部と省政府 を

代表 して地方のIT産 業を管理 し,地 域の情報化 を推進する役割を果たす。

国家情報化 に関する情報を収集す る機関は,国 と地方の情報セ ンターである。情

報センターの設置 は2000年 末 まで国家情報センターをはじめ1600か 所 に達 した。地

方情報セ ンターは,地 域内の社会情報化(地 域情報化)の 進捗状況,IT産 業の発展

状況 に関す る統計公告 を作成 し,年 報 と月報の形で地域社会へ公表するとともに国

家情報セ ンターへ報告する。

国家情報化 を評価す る機関は,1999年 に設立 された 「国家情報化評価 セ ンター」

である。評価指標 は,一 人あた りの電話通信 回数 光 ファイバ ーの長 さ,放 送 と通

信チャンネルの数,衛 星ステーションの数,ネ ッ ト上のデータベースの総容量,電

子商取引の売 り上げなどの20項 目か ら構成 されている。これ らの指標に基づいて各

地域 の社会情報化発展状況お よび情報化水準について定量分析 と順位付けなどを行

い,国 家情報化 の推進に関する意思決定および政策制定を支援す る。

国家情報化 を推進するための法規 について,国 は 「インターネ ッ ト情報サー ビス

管理方法」「情報 システムセキュ リテ ィー管理暫定規定」など20以 上の法規条例 を

定めた。地方政府 は,そ れぞれの地域特性 に応 じて地方条例 を制定 した。

3.2計 画による推進 と管理

国家情報化の進捗 を管理するために策定 される計画は 「国民経済 と社会情報化計

画」であ る。 これは2.1で 述べ た政府の総合計画である 「国民経済 と社会発展計

画」に属する重点部門計画である。2000年 までは非定期的に策定 されたが,2001年

から中央 と地方の発展計画委員会によって定期的に策定されるようになった。この

計画は二つの項 目か ら構城 されている。一つは5年 お きに策定される 「国民経済 と

社会情報化 における五 ヵ年計画」,も う一つは各年度 に策定 される 「国民経済 と社

会情報化 における年度計画」である。前者 は基本計画であ り,後 者は事業展開 と予

算配分 をともなう実施計画である。

情報技術の開発 と製造 に関する計画には,国 家情報産業部に策定 される 「全国情

報産業計画」 と,地 方通信管理局に策定 される 「地域情報産業計画」がある。情報

産業計画の部門計画 として,コ ンピュータとネ ッ トワーク製造計画,通 信ハー ドウ

ェア製造計画,IT製 品輸出計画,移 動通信計画,ソ フ トウェア開発計画な どが策

定されている。 これ らの計画は5年 お きに策定 される基本計画 と各年度に策定 され

る実施計画か ら構成 されている。

3.3戦 略 的 プ ロジェ ク トの実施

国家 情報化 を推 進す る事業 につ い て国 は多 くの プ ロジェ ク トを構築 した。 これ ら
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の プ ロジ ェク トは国全 体 に影響 を与 え,多 方 面 の相 互協 力,10年 以上 の実 施期 間,

大 規模 な人 ・財 ・物 の投 入 を要す る特徴 があ る ため,戦 略 的 プ ロ ジェ ク トで あ る。

重 要 なプ ロジ ェク トを次 の よ うに整理 してみ る。

(1)行 政部 門 内の情報 化事業(1984～lgg2)

国 は1984年 「中 国電 子 と情報 産業発 展戦 略」 を策定 し,12の 大規模 情 報 システ ム

開発 の 実施 を決 定 した。 それ は,郵 政通信 情 報 システ ム,経 済管 理情 報 システ ム,

銀行 業務情 報 シス テム,鉄 道運輸 情報 シス テ ム,気 象情 報 シス テム,公 安 情報 シス

テム,行 政OAシ ス テム,防 災 情報 シス テム な どであ る。約7年 を経 て部 門内情 報

化 の効 果 が予 測 以上 だ っ た。 この ため,国 は情 報 化推 進 の必 要性 を さ らに認識 し,

1992年 に 「国 と地 方政府 の意 思決 定支援 システ ムの整備 にお け る通知 」 な どの 決定

を全 国 に伝達 した。

(2)行 政 部 門間の情 報化事 業(1993～1999)

国 は1993年 に 「国民経 済 と社 会情 報化 にお け る1996～2000年 計 画 と2010年 遠景 目

標 」 を策 定 した 。 この計 画 に基 づ き,ゴ ー ルデ ンブ リ ッジプ ロ ジ ェ ク ト(golden

bridgeproject,金 橋工程),ゴ ー ルデ ンカー ドプ ロ ジェク ト(goldencardproject,金

十…工程),ゴ ール デ ンカス タム プ ロジェ ク ト(goldencustomsproject,金 関工程)な

ど,中 央 か ら地 方 までの異 なる部 門に わたる特定 業務 の情報 シス テ ム整備 を起 動 し

た。 これ らの プ ロジェ ク トによっ て政府 間お よび部 門間の情報 関係 が構 築 され,複

数分野 あるい は領 域 に横 断す る情 報化 を実現 す る。

ゴー ル デ ンブ リ ッジは,数 十 の 国家 機 関,す べ ての省 ,400以 上 の 中心都 市 を接

続 し,国 家 経済政 策 にお ける トップダ ウ ンの調 整 と意思 決定 を支援 す るため の情 報

システ ム を整 備す る プロ ジェ ク トであ る。 ゴー ル デ ンカー ドは,銀 行,金 融機 関,

公 安,保 険,交 通,医 療,ク レジ ッ トカー ド会社 を接 続 し,各 種 カー ドを取 り扱 う

ATMの 整備,オ ンライ ン決 済 な ど,電 子 マ ネー を実現 す るた めの情 報 シス テ ム を

整備 す るプ ロジェ ク トであ る。 プ ロジェ ク トは金融,商 業,情 報,セ キ ュ リテ ィな

どの異 な る分 野 を横 断す る共 同 開発 で ある。 ゴー ルデ ンカス タムは,国 と地 方 のす

べ ての税 関 お よび海関 を接 続 し,外 貨,銀 行,港 口 ,出 入 国管理 と検査,国 際貿易

な どの活 動 を統合 的 に管 理 し,通 関 申告や 支払 い な どをオ ンライ ンで行 うため の情

報 シス テ ムを整 備す るプ ロジェ ク トであ る。

(3)多 主体 間の総合情 報化事 業(2000～ 現在)

国 は,2000年 か ら異 なる レベ ル の政 府お よび行 政機 関 を情 報 ネ ッ トワー クで接 続

す る国家 プロ ジェク ト(い わゆる 「政府上綱工程」)に つ いての大 規模推 進 を始 めた。

この プロ ジェ ク トは中 国の電子 政府 のス ター トを示 してい る。 国は,2001年 に 「全

国行 政情報 化建 設2001～2005年 計画綱 要」 を策定 し,政 府情 報化 の方針 ・戦 略 ・政

策 を明確 に打 ち出 した。2002年7月 に 「2001～2005年 電 子政 府 の 目標 お よび発展 戦

略」 を策 定 した。他 方,地 方政府 は,国 の計 画 を もとに 「地 域政府 上綱 工程」 の計

画 を策定 し,具 体 的事 業 を始 めた。

「政府 上 綱工 程」 に よ る電子 政 府 の推 進 を通 じて行 政 の情 報提 供 と多 くの 申請 ・

届 出は ネ ッ トワー クを通 じて オ ンライ ンで行 われ るよ うになっ た。 このため,企 業
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や市 民 が情 報 ネ ッ トワー クに接続 しな けれ ば行 政 サ ー ビス を受 け るの に不 便 で あ

る。 この 問題へ の対応 策 として,国 は2000年 に企業 情報化 を促 進す るための 「企業

上綱 工程」 を起 動 し,2001年 には コ ミュニテ ィ情 報化 を促進 す るため の 「家庭 上綱

工程 」 を起 動 した。企 業 上綱工 程の 目的 は,コ ンピュー タに よる設計 支援,生 産過

程 の 自動化,企 業管 理 の効率化,電 子 商取 引 に よる市場 活性 化 を実現 す る ことで あ

る。2003年4月 まです で に100万 以上 の企 業 が 自分 のWebペ ー ジ を構 築 した。 「家

庭 上綱 工程 」 の 目的 は,地 域 コ ミュニ テ ィや 日常 生活 に関す る情 報提供,eラ ー ニ

ング な ど様 々 な コ ンテ ンツの提供,オ ンライ ンシ ョッ ピングで あ る。 計画 目標 は,

2004年 まで全 国主 要都 市 の20%の 地 域 コ ミュ ニ テ ィを電 子 コ ミュニ テ ィにす る。

2005年 まで全 国 の情報 ネ ッ トワー クの加 入 者 が1.5億 に達 し,30%以 上 の家 庭 が情

報 ネ ッ トワー クに接 続 し,個 人,家 庭,コ ミュニ テ ィにお ける情報 交流 の80%が ネ

ッ トワー ク を通 じて行 われ る。

上述 の ような三つの情 報化 プロ ジェク トは,政 府,企 業,市 民 とい う異 な る主体

の情 報化 お よび三者 間の情報 関係 を構築 し,ネ ッ トワー ク社会 を創 り出す 。

4.国 家情報化の中心 となる電子政府

4.1情 報 プ ラ ッ トフ ォー ム を整 える電 子政府

企業 上綱工 程 は政府 上綱工 程の延 長 と拡大 であ る と言 われ てい る。家庭 上綱工 程

は,政 府上 綱工程 と企 業上綱 工程 の後 で起動 され た プロ ジェ ク トであ る。 国家情 報

化 を実現す るため に,中 国 は政府 の情 報化 を先行 させ,企 業 や コ ミュニテ ィの情 報

化 を導 くとい う戦略 を取 って いる。政 府 は電子政府 を整備 し,そ れ を公 共の情 報 プ

ラ ッ トフ ォー ム と して社 会 にオ ー プ ン し,行 政情 報 を提 供 す る。 そ の情 報(法 律,

条令,政 策,計 画,手 続 き)を 必 要 とす る企 業,あ る い は手 続 きの オ ン ライ ン 申

請 ・届 出 を必 要 とす る企 業 は,情 報 プ ラ ッ トフ ォー ム に接 続 しな ければ な らない 。

また,中 国は 国主導型 の社会 情報化 であ るため,政 府 は情報環 境 を コ ン トロール し

て お り,民 間 に残 された余 地 は小 規模 で零細 なサ ー ビス提 供 だ けであ る。 したが っ

て,企 業 は行政 に整備 され た情 報 プ ラ ッ トフ ォー ム に参 加す る しか ない。 さ らに,

行 政 は情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムに電子 商取 引の機能 を設 けて企 業 の電子 商取引へ の参

加 を促 す。 例 え ば,国 は ゴー ルデ ンカス タム プ ロジ ェク ト(金 関工程)で 整備 した

情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムであ る 「中国電子税 関」 に,2001年3月 ～5月 の2ヵ 月 間 に

32,205の 民 間会社 が加 入 した。 その 中 に,自 分 の ホー ムペー ジを構 築 し,電 子広 告

を出 し,製 品の取 引 を行 う企 業が多 数 あ る。

政府 は家庭 と個 人 に情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムへ の参加 を呼 びかけ,家 庭 と個 人 の参

加 に よって情 報 プラ ッ トフ ォー ム上 の電子 コ ミュニ テ ィの構築 を促 して い る。民 間

ISP企 業 は,家 庭 と個 人が ネ ッ トワ0ク に加入 す る ときの技術 的サ0ビ スやサ ポ ー

トを提 供 してい る。

上述 の よ うな実態 か ら,行 政 の電子 政府,企 業 の電子 商取 引,市 民 の電子 コ ミュ

ニテ ィの相互 関係 を次 の よ うに ま とめ る ことが で きる。す なわ ち,電 子 政府 は牽引
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と基盤 提供の役割 を果た し,電 子商取引は電子政府の情報プラッ トフォームを活用

して展 開 し,電子 コミュニティは電子政府の情報 プラッ トフォームを利用 した上で,

企業のサポー トを通 じて実現する。つ まり,電 子政府 は国家情報化において中心的

役割 を果た している(図1)。

図1国 家情報化における電子政府の中心的役割

行 電子政府

政

4.2ハ ー ドウェアの標準化

電子 政府 の推進 と規模 拡大 に伴 い,重 複 設 計,重 複 開発,重 複問題解 決 な どが ク

ロー ズ ア ップ されて きた。 ロス を避 けるため,電 子 政府 の標 準化 は ます ます重要 に

な る。例 えば,電 子 政府 を人事 管理,公 文 処理,意 思 決定 支援,セ キュ リテ ィな ど

の数 十種 類 の部 品(ハ ー ドウェァ)に 分割 す る こ とが で きる。 これ らの部 品 を標 準

化 して開発す れ ば,大 量 の資源 と コス トを節約 で きる と ともに質 の高 い電子 政府 を

構築 で きる。そ こで,中 国 は2002年1月 に 「電子政 府標準 化 委員会」 を発足 した後 ,

実際 の作 業 グルー プ と して 「電子 政府標 準化 総合 チ ーム」 を新 たに設置 した。2003

年 まで に制 定 され た主 な標準 項 目は 「電子政府 標準 プロ トタイ プ」 と 「電 子政府 標

準化 ガ イ ドライ ン」 であ る。 これ らの標 準項 目は,情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムの整備 に

欠かせ ない基 本技術,ネ ッ トワー ク管理,セ キ ュ リテ ィ対 策 か ら構 成 される。現在

試行 中で あるが,試 行結 果 に よって さ らに精級 化す る予定 で ある。

電子 政府 の標 準 に よる と,情 報 プ ラ ッ トフ ォ0ム を政府 内部 ネ ッ トワー ク と外 部

ネ ッ トワー クの二つ のサ ブシステ ムに分 け る。 内部 ネ ッ トワー クは各 部局 の業務 シ

ステ ム,意 思 決定,医 療保 険,人 事 管理,計 画 支援,土 地利用 ,環 境保全,災 害 防

止 な どの部 門情 報 シス テム を総合 す る。他 方,外 部 ネ ッ トワー クは企業,団 体,市

民 に提 供 し,電 子 マ ーケ ッ トや各種 コ ミュニ テ ィを形成 す る場 で あ る。 また,内 部

ネ ッ トワー ク と外 部 ネ ッ トワー クの 問 にフ ァイア ウォール な どのセ キ ュ リテ ィ装 置

を設 け る。情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムの構 成 は図2に 示 す とお りであ る。
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図2中 国における電子政府の構造

圏

圏

意思決定

システム

医療保険

システム

4.3コ ンテ ンツ開発 の支援

2002年 末 まで 市 と省 政 府 の90%が 自分 のWebペ ー ジ を構 築 した。 そ の う ち,

3,000以 上 の政府 は専用 回線 に よる地 域情 報 プ ラ ッ トフ ォーム を構 築 した。 しか し,

電子 政府 の コンテ ンツの整 備 は様 々であ る。 「中国都 市政府 ネ ッ トワー ク評価 報告 」

(計算機世界,2002年9月)に よる と,2002年 まで に,何 らか の情 報処 理支 援 シス テ

ム を導 入 した政府 は省 と市 の93.2%,事 務OA化 を実 現 した政府 は省 と市 の81 .7%,

意思 決定 支援 シス テム を整 備 した政府 は30.1%と なっ てい る。公 開 され た電子 政府

の 中,61%は オ ンライ ン申請 ・届 出 のサ ー ビス を提供 して い ない。50%は オ ンライ

ン検 索 の機 能が ない。 また,電 子 政府 に対す る総 合 評価 につ い て は,貴 州,新 彊,

チベ ッ トが最 も遅れ てい る地域 であ るの に対 し,北 京 と上 海 は最 も進 んでい る地域

で あ る。

中国 は2002年3月 に 「電 子政府 計画 支援ニセ ン ター」 を新 たに設置 した。 計画 支援

セ ンター は,電 子政府 計 画 策定 と問題 解 決 に必要 とされ る各種 資料(ネ ッ トワー ク

設計,設 備,ア プ リケー シ ョン,セ キュ リテ ィ技術 な ど),デ ー タ,先 進事 例,経 験,

新 しい理論 を集 め,デ ー タベ ー スを構 築 し,各 政府 に提供 し,電 子政 府 の整 備 を総

合 的 に支援 す る。 また国 は2002年4月 に,中 国科 学 院 を中心 に100名 を超 え る専 門

家 か ら構 成 され る 「電子 政府専 門家 諮 問委員会」 を設 置 した。役 割 は,1)電 子 政

府 につ いて の各種調 査研 究,2)電 子 政府 整備 の各 フェー ズ と各段 階にお け る最新

の専 門知 識 と方法 の提 供,3)電 子 政府 にお ける意思 決定 ,計 画 策定,問 題解 決 に

対 す る助 言,4)各 地方 の電子 政府 の整備状 況 に対 す る第三 者か らの評価,5)地

方 の電子 政府担 当者 の養成 で あ る。

「2001～2005年 電子政 府推 進 の 目標 お よび発展 戦 略」 に基 づ い て,電 子 政府 整 備

投 資 はます ます増 える こ とが見込 まれて いる。2002年 度電 子政 府へ の投 資額 は合 計

343.8億 元(5157億 円)に 達 して い る(表1)。 うちハ ー ドウ ェア整備 は70%を 占め ,
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表1電 子政府を推進するための政府投資

年度 2042 2003 2004 ZaoS

投資額(億 元)

(億円)

343.8

5157

426.0

6390

511.6

7674

603.2

9048

伸び率(%) 21.5 23.9 20ユ 17.9

図32002年 度電子政府投資の内訳

14%

14%

/

噸講懸
雛

.

羅ハー ドウェァ投資

凹 ソフ トウェア投資

目情報サービス投資

72%

ソフ トウェ ァ開発 と情報 サ ー一ビス提供 投 資 はそ れぞれ14%程 度 にす ぎな い(図3)。

ハ ー ドウェア は主 にサ ーバ ーやパ ソコ ン,通 信 設備 の購 入,ラ イ ンの敷 設 な どであ

り,ソ フ トウ ェアは主 に操 作 シス テ ム,デ ー タベ ース構 築,ウ ィル ス防止,フ ァイ

ア ウ ォー ル,業 務 支援 シス テム な どで あ る。情 報サ.___ビス提 供 は,主 にデー タベ0

スの整備,情 報提供,ネ ッ ト技 術 サー ビス,シ ス テム管理 で ある。 この ように,中

国の電子 政府 は現在 ハ ー ドウ ェア整備 が 中心 となる段 階 にあ り,ソ フ トウ ェァや コ

ンテ ンツ開発 が 中心 とな る段 階 には まだ到 達 して い ない。

5.国 家情報化の過程 と構造についての分析

中国の中央 と地方の問の関係 は,「 中央統一・指導の下で,地 方の主体性 と積極性

を充分生かす」 ことであ る(中 国憲法第三条)。 こうした地方制度の もとで社会情報

化 における中央か ら地方への指導 は合法的である。中国ではすべての通信企業およ

び大規模IT製 造業は国有 となっている。そのために国は 自らの力で情報 イ ンフラ

整備,新 しい技術 開発,戦 略的プロジェク ト実施,サ ービス提供が可能 となる。す

なわち,国 は地方 と民 間より多 くの資源 と実行力 を持っている。 この ように考える

と,国 家情報化の成立条件 は,中 央か ら地方への指導お よび強力な国有企業のバ ッ

クア ップである。

5.1国 家戦略による目標の確立

これまでの資料整理に基づいて考えると,中 国の社会情報化は,1984年 に始まっ

た行政部門の情報化か ら現在の国家情報化 にた どり着 くまで三つの変化がある。そ

れによって社会情報化の過程 を三段階に分けることがで きる。

1984～1992年 の第1段 階は情報 システムの導入 による行政部門の情報化である。

この段階の社会情報化は行政の各部門で推進 されたが,中 国に とって実験的な試み
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なので国家総合戦略に取 り込 まれなかった。 しか し,シ ステム導入に必要な情報技

術 の開発 と製造を担 うIT産 業 は国家工業戦略の中に位置付 け られた。つ ま り,こ

の段 階の社会情報化 は,情 報技術 を他の分野へ応用することによって互いに促進 さ

せ るとい う相乗効果を狙 った戦略であった。

1993～1999年 の第2段 階は国民経済 と社会情報化である。 この段 階でIT産 業 は

電子工業の一部ではな くて新たな基幹産業 として認め られ,開 発された新 しい情報

技術 を経済 と社会へ広範 に応用させ ようとした。それを実現す るために国民経済 と

社会情報化 は国家中期戦略(5年 期間)に 位置付 け られ,金 融,商 業,税 収,教 育

などの分野で推進 された。

2000年 か ら現在 までの第3段 階は国家情報化である。IT産 業は工業 を先導す る

最 も重要 な産業 となった。それを基礎 とする国家情報化 は,行 政 だけでな く企業,

家庭,個 人のすべ ての主体に広が り,国 家現代化実現の全局 にかかわる中核 となっ

ている。 この重大な役割 を果 たすため,国 家情報化が国家長期戦略(50年 期間)に

位置付 けられている。

現在,国 家情報化が急速 に進展 しているのは国家長期戦略の最優先の地位に置か

れているか らである。つ まり国家情報化は,国 家戦略 における地位が高 くなるほど

強い推進力が得 られ,目 標が達成される。

5.2戦 略的プロジェク トによる手段 の構築

国家情報化 を実現するために今 まで多 くの戦略的プロジェク トが実施 された。行

政部門情報化の段 階で実施 された銀行業務管理 システム,鉄 道運輸 システム,経 済

管理情報 システムな どは中央か ら地方までの同 じ系列内の戦略的プロジェク トであ

る。国民経済 と社会情報化段階で実施されたゴールデ ンカー ド,ゴ ールデ ンカスタ

ム,ゴ ールデ ンブ リッジの ような情報システムの開発 は複数部門 と分野にまたが る

戦略的プロジェク トである。現在の国家情報化段 階で実施 されてい る電子政府,電

子商取引,電 子 コミュニテ ィな どは,行 政だけではなく企業 と個人 までの多主体 に

かかわるネッ トワーク社会 を形成する戦略的プロジェク トである。

上述の ようなプロジェク トはそれぞれ個別の意味があるが,全 体か ら見 るとこれ

らのプロジェク トは,行 政部門の情報化か ら国民経済の情報化,社 会生活の情報化,

企業の情報化,家 庭 と個人の情報化へ と,情 報化 を社会の隅々まで段階的 に浸透 さ

せ る整合 的かつ戦略的手段 である。すなわち,プ ロジェク トは国家情報化の 目標 を

達成す るために総合的な視点か らデザイ ンされた手段体系である。

戦略的プロジェク トを実施するとき,多 くの具体的な事業を立ち上げ,人 ・財 ・

物 を組織化する。 また成功 したモデル事業の宣伝 によって大 きな社会 ブームを引起

し,国 家情報化 の推進に もた らした効果 は極めて大 きい。 この意味で,戦 略的プロ

ジェク トは国家情報化 を推進するための有効な手段である。

5.3電 子政府による公共情報空間の整備

戦略的プロジェク トの実施および企業 と市民の情報活動 を行 うには基盤 となる公
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表2国 家情報化の過程と構造

段 階 行政部門情報化 国民経済と社会情報化 国家情報化

期 間 1984-1992 1993～1999 2000～ 現在

目 標

情報システムを行政部門へ導

入することによって政府内の

各部門および異なる政府の同
じ部門間の縦割 りの情報化 を

実現する。

ITを 国民経済管理及び社会領

域へ応用し,多部門・多分野 ・

多領域に横断する情報システ
ムを開発 し,面 的な情報化を

実現する。

国家情報化は四つの現代化の

実現の全局にかかわる中核で

ある。行政だけでなく,企 業,
家庭,個 人まですべての主体
の情報化を実現する。

目標の

位置付け

国家産業戦略(5年) 国家中期戦略(5年)

}

国家長期戦略(50年)

工業
現代化

農業
現代化

鴎 鰹済ど,i
軽奮情報秘

工業
現代化

農業
現代化

部謄
辮購 国家 巴

‡ ㌔ ξ

.精報 難 彰

工業
現代化

農業
現代化

科技
現代化

国防
現代化

科技
現代化

国防
現代化

科技
現代化

国防
現代化

戦略的プ
ロジェク

トの構築

銀行業務情報 システム

鉄道運輸情報 システム

経済管理情報 システム

ゴールデ ンカー ドプ ロジェ クト

ゴー ルデ ンカス タムプ ロジ ェクト

ゴー ルデ ンブ リッジプ ロジェクト

電子政府プロジェク ト

企業情報化プロジェクト

家庭情報化プロジェクト

公共情報
空間整備

同じ系列の行政部門間の縦割

りの情報空間

異なる部門間の壁がなくなっ
た行政全体の情報空間

行政 ・企業 ・市民に共有され
る公共情報空間

実施管理
電子工業計画

郵政通信計画

社会情報化総合計画(非定期)

情報産業計画

社会情報化総合計画(定期)

情報産業計画

共情報 空 間が必 要で あ る。 この公 共情 報空 間 は,通 信 ネ ッ トワー ク上 のイ ンフォメ

ー シ ョン
,サ イバー スペ ース,ツ ー ル,ル ール を提 供 し,電 子 証 明 と電子 認証 な ど

の業務 を担 い,様 々な情報活 動 をサ ポー トす る重 要 な役 割 を果 たす 。1992年 まで は

行政部 門に導入 され た情報 シス テ ムが 各部 門内 の情 報空 間 とな り,公 共 の情報 空 間

が整備 されて いなか った。1993年 ～1999年 まで は各行政 部 門 をつ なが る複 数分 野 に

またが るプ ロジ ェク トに よって行 政全般 の情 報空 間が整備 された。 しか し,こ の情

報空 間 を企 業や市 民 に提 供 しなか った。2000年 か らは電 子政 府 が推進 され てお り,

そ の中で情 報 プ ラ ッ トフ ォー ムの整備 が取 り組 まれて い る。 電子政府 は,整 えた情

報 プ ラ ッ トフ ォー ムを企業 と市民 に提供 す る。企 業 と市 民 は,情 報 プラ ッ トフォー

ムを活 用 して情報 活動 を行 い,電 子 商取 引 と電子 コ ミュニ テ ィを活発 化 す る。 この

情報 プラ ッ トフ ォー ム は政府 に よって整備 され,行 政,企 業,市 民,地 域 コ ミュニ

テ ィに共 有 され る 「公共情 報空 間」 であ る。

5.4計 画による進捗管理

「国民経済 と社会情報化計画」 は,戦 略的プロジェク トに人 ・財 ・物 などの資源

を与 え,実 施の段階 とペースなどの過程 を設計す る。 とくに並列的に実施 されてい

る複数の戦略的プロジェク トに優先順位の設定,限 られた資源の分配などを調整す
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るのに計画は欠かす ことがで きない。 この意味で,計 画は戦略的プロジェク トの実

施 を管理するための手段 として位置付 けることがで きる。

6.国 家情報化が引き起 した社会変革

6.1情 報公開制度の整備による社会透明性の向上

中国では2002年 までにすで に8,000以 上の政府が ネッ トワークに接続 して 自分の

Webペ ー ジを開設 した。 しか し,政 府 ホームペ ー ジの多 くは,法 律 ・条令 ・政

策 ・観光情報を載せただけであ り,内 容が少な く,更 新が遅 く,申 請 ・届出などの

オ ンラインサービスが少 ないなどの問題が 目立っている。電子政府のハー ドウェア

が着実に進み,コ ンテ ンッや制度が遅れている問題の根底 にあるのは,情 報公開制

度が整備 されていないか らである。つ ま り,情 報 について何 をどの程度 どの手段で

誰に公開するかが定 まっていない。先進国では情報公開制度があってか ら電子政府

を推進す るのに対 し,中 国では逆のプロセスを辿 っている。

2000年 に全国人民代表(国 会議員),国 務院各部門の代表,有 識者 よ り構成 され

た 「政府情報公開条例検討委員会」が設置 された。2年 間にわたる様々な議論 を経

て2002年 に 「政府情報公開条例(草 案)」 と 「電子署名条例(草 案)」 を制定 した。

「政府情報公開条例(草 案)」 は,行 政情報の公開を基本 とする原則で,市 民の情報

アクセス権,情 報公開の範囲,手 続 き,条 例違反の法律責任 などの内容,情 報担当

責任者(CIO)制 度などを取 り組 んだ。 この草案 は現在,全 国人民代表大会で審議

され,国 民 レベルで議論 されている。

また,情 報公開条例へ の関心が寄せ られたもう一つの理由は,2003年 に発生 した

SARS事 件であ る。SARS発 生後,情 報公 開の基準 と方法が ないため,何 を どの程

度 どの ように公開するかが不 明確 であった。 また,SARS感 染が深刻な地域 は情報

を公開 した くない傾向があ り,SARS感 染 のない地域は大いに情報 を公開する意思

がある。公開基準が定 まっていないため対応が遅れて感染 を広げた結果につ なが り,

国内外か ら多 くの不満が寄せ られた。 これを機iに中国は2003年 に情報公開条例 を議

決す ることを決めた。 しか し,中 国における情報公開には大 きな壁がある。2500年

以上 にわたる中国官僚制度の原則 は,「 民可使 由之,不 可使知之」である(孔 子 ・

論語 ・泰伯)。 つ まり,情 報非公 開は中国の社会統治の伝統手段 である。 これ を破

るのはまさに行政革命であるといわれている。「政府情報公開条例」が現在 国会で

審議 されている。それが成立で きるか どうかは中国の国家情報化推進の要である。

6.2国 際社会 との協調の促進

中国の国家情報化が急速 に推進 され る要 因を三つ挙げることがで きる。第一に,

電子政府の整備 を通 じた行政手続の簡素化,事 務対応の迅速化,公 共サー ビスの合

理化 を実現 させることである。第二に,電 子商取引や電子 コミュニティを通 じて企

業経営の効率化,情 報の共有,コ ス トの削減を実現 させることである。 これらの2

点 はどの国でも共通である。
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第三に中国特有 のWTO加 盟後の国際社会への対応である。WTOへ の加盟が中国

の経済開発 と市場 メカニズムに大 きな影響 をもたらしたことは言 うまで もない。 し

か し,政 府の公共政策の制定および社会伝統へのインパ ク トは予測以上に深刻であ

る。WTOへ の加盟 によってメ ンバー共通の原則,ル ール,役 割を守 る責任があ り,

それを果たさなければ国際社会の不信を招 くこととなる。そのため,今 までの秘密

主義を放棄 して社会の透明性 を高めなければならない。す なわち,国 と地方の法律,

条例,政 策,制 度の策定過程を透明化 し,国 際社会 と協調 させる必要がある。古い

伝統か ら脱出す るもっとも有効 な方法 と機運 として,国 家情報化に期待が集 まって

いる。

7.ま とめ と今 後 の 課題

社会情報化については,民 間の力 の強い国では民間が中心 となって市場調達 を通

じて推進できるが,民 間の力の弱い国では国が中心 となって計画調整 を通 じて推進

するしかない。後者は 「国主導型社会情報化」である。国主導型社会情報化 は戦略

上の重要性 を増 し,国 を挙げて推進 されるようになったとき 「国家情報化」とい う。

国家情報化 はアメ リカや 日本の ような社会情報化 とは異なる過程 と構造 を有す る。

本研究では,中 国 を事例 として取 り上げ,文 献調査を通 じて国家情報化の過程 と構

造 について分析 し,そ の結果 を次の四点にまとめる。

(1)中 国の社会情報化過程は三段 階に分 けることがで きる。第1段 階 は1984～

1992年 の 「行政部門情報化」であ り,第2段 階は1993～1999年 の 「国民経済 と

社会情報化」であ り,第3段 階は2000年 か ら現在 までの 「国家情報化」である。

また,各 段階の構 造については,目 標体系,手 段体系,管 理体系 の三つで記述

することがで きる。

(2)目 標体系 は国家戦略へ の位置付けによって確立する。段階の推移 にともなっ

て 目標の位置づ けは,行 政部門情報化の国家産業戦略か ら,国 民経済 と社会情

報化の国家中期戦略を経 て,国 家情報化の国家長期戦略へ と高 まってい く。 ま

た,国 家戦略への位置づけが高 くなるほど強い推進力が得 られる。

(3)手 段体系 は戦略的プロジェク トによって構築 される。戦略的プロジェク トの

長期実施 は多 くの具体的な事業お よびた くさんの参加者の行動 を引起 し,大 規

模 の人 ・財 ・物の資源を組織 し,社 会ブームを形成 し,目 標の実現 に効率性が

高い。 また,戦 略的プロジェク トは三つの段階 に沿 って行政部門へ情報 システ

ム導入か ら,複 数の分野 と領域 に及ぶ情報 システム開発,多 主体 に共有 される

情報空間の整備へ と,規 模 と性格が変遷 してい く。

(4)管 理体系 は計画に よって行 われる。基本計画 による過程設定お よび実施計画

による予算配分 ・資源投入 を通 じて,そ れぞれの戦略プロジェク トに対する個

別管理を行い,並 列実施 してい る複数の戦略的 プロジェク トに対す る相互調整

を行 う。 また,段 階が進むにつれて計画はIT産 業計画か ら,非 定期の総合計画,

定期策定の総合計画へ と定着 してい く。
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国家情報化 を促進するに当たって情報公開制度の整備は不可欠である。 これによ

って情報の非公開を手段 とした中国伝統の社会管理パラダイムを変革 させ る。また,

今 まで閉ざされた情報へのアクセス権 を得 た市民 は少 しずつ社会管理 と自治への関

与 を高めることになる。 これによって,政 策制定過程の透明性や民主化への要求 も

次第 に高 くなる。 したが って,電 子民主社会(e-Democracy)の 実現 は中国の国家

情報化の最終 目標である。情報化 をいか に活用 して中国の行政や社会の変革を促進

で きるかを今後の研究課題 としたい。 また,文 献調査 だけではな くてイ ンタビュー

やアンケー ト調査 も研 究方法 に取 り組みたいと考えている。
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